
○湖西市建設工事現場代理人取扱要綱 

平成 28年 3月 30日 

告示第 100号 

改正 平成 28年 12月 9日告示第 231号 

平成 29年 3月 21日告示第 93号 

平成 30年 3月 22日告示第 79号 

平成 31年 3月 20日告示第 78号 

令和 4年 12月 20日告示第 169号 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、湖西市が発注する建設工事の現場代理人の取扱いについて必要

な事項を定めるものとする。 

（現場代理人の配置工事） 

第 2 条 現場代理人の配置を求める工事は、予定価格が 130 万円を超える建設工事と

する。 

2 前項の規定にかかわらず、発注者が特に必要と認める工事については、現場代理人

の配置を求めることができる。この場合において、発注者は、あらかじめ設計図書

に現場代理人の配置を要する旨を記載しなければならない。 

（現場代理人の資格要件） 

第 3条 現場代理人の資格要件は次のとおりとする。 

(1) 受注者（受注者が湖西市特定建設工事共同企業体取扱要綱（平成 25 年湖西市

告示第 14号）第 1条に規定する特定建設工事共同企業体である場合は、同要綱第

8 条に規定する要件を満たす代表者）と 3 か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関

係があること。 

(2) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 7 条第 2号に規定する営業所の専任技

術者（以下「営業所専任技術者」という。）ではないこと。ただし、第 9 条の規

定により営業所専任技術者が現場代理人を兼務する場合を除く。 

（平 28告示 231・一部改正） 

（現場代理人の常駐期間） 

第 4 条 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うものとする。

ただし、次の各号のいずれかの期間に該当する場合であって、発注者と常に連絡が

取れる体制を確保できるときには、工事現場における常駐を要しないものとする。 

(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるま

での期間 

(2) 工事の全部の施工を一時中止している期間 



(3) 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 

(4) 前 3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間 

（現場代理人が工事現場を短期間離れる場合の取扱い） 

第 5 条 前条の規定にかかわらず、現場代理人は、技術研鑽
さん

のための研修、講習、試

験等への参加、休暇の取得等の理由であって、代理の現場代理人が配置されるとき

は、工事現場において作業等が行われている場合であっても、工事現場を短期間離

れることができる。 

2 受注者は、前項の規定により現場代理人が工事現場を離れる場合には、あらかじめ

発注者に対し、現場代理人の離脱届（様式第 1 号）を提出しなければならない。た

だし、工事現場を離れる期間が 1 日以内であるときは、発注者への口頭による伝達

に代えることができる。 

3 第 1項の代理の現場代理人は、第 3条第 1号の資格要件を満たす者としなければな

らない。 

4 第 1項の短期間とは、原則として 1週間以内とする。 

5 現場代理人は、工事現場を短期間は離れる場合にあっても、現場代理人の職務上の

責任を免じていないことに留意しなければならない。 

（平 31告示 78・追加） 

（複数工事の現場代理人の兼務要件） 

第 6 条 受注者は、次に掲げる要件を満たす場合には、複数の工事契約で同一の現場

代理人を配置できるものとする。ただし、発注者が現場代理人の職務が適正に履行

されないおそれがあると認める場合は、この限りでない。 

(1) 契約工期の重複する工事であって、それぞれの工事の対象となる工作物等に一

体性が認められ、かつ、当初の契約以外の契約が随意契約により締結されたもの 

(2) 兼務しようとする工事が次に掲げる要件を全て満たすもの 

ア 兼務する契約件数が 3 件以内であること。この場合において、兼務しようと

する工事箇所に隣接し、連続した同種の工事箇所については、兼務件数 1 件と

して取扱うことが出来る。 

イ 工事現場がいずれも湖西市内であって、いずれかの工事現場に現場代理人が

常駐できること。 

ウ 発注者と常に連絡が取れる体制（携帯電話や連絡責任者の配置等）を確保で

きること。 

エ 設計図書に現場代理人の兼務を認めない旨の記載がないこと。 

オ 兼務しようとする工事の発注者が兼務を了承していること。 

2 前項の規定により現場代理人を兼務した場合は、前条の規定による常駐を満たして

いるとみなす。 



3 第 1項第 1号の規定により兼務した場合は、同一の工事とみなして取り扱うものと

する。 

（平 29告示 93・平 30告示 79・一部改正、平 31告示 78・旧第 5条繰下・一

部改正） 

（現場代理人兼務の届出） 

第 7 条 受注者は、同一の現場代理人が複数の工事を管理しようとする場合は、現場

代理人兼務届（様式第 2 号）により現場代理人の兼務を発注者に届け出なければな

らない。 

（平 31告示 78・旧第 6条繰下） 

（兼務する工事の施工管理等） 

第 8 条 発注者は、兼務する工事の施工中において、安全管理、工程管理等の観点か

ら、その兼務を継続することが適当でないと認めるときは、当該工事の受注者に対

して必要な措置をとるべきことを求め、改善が認められないときは、現場代理人の

交代を求めるものとする。 

2 受注者は、兼務したことにより安全管理の不徹底に起因する事故等が起きることが

ないよう、工事現場における安全管理及び工程管理について、十分に配慮しなけれ

ばならない。 

3 現場代理人は、第 6条第 1項の規定により兼務する場合にあっても、現場代理人の

職務上の責任を免じていないことに留意しなければならない。 

（平 31告示 78・旧第 7条繰下・一部改正） 

（営業所専任技術者の現場代理人の兼務要件） 

第 9 条 営業所専任技術者が現場代理人を兼務できる場合は、次に掲げる要件を全て

満たす場合とする。 

(1) 営業所専任技術者の専任する営業所（以下「担当営業所」という。）との間で

常時連絡が取れる体制にあり、当該営業所専任技術者が現場を管理する上で支障

のないこと及び契約の履行に支障がないと認められること。 

(2) 担当営業所が湖西市内にあること。 

(3) 担当営業所にて契約締結された工事であること。 

(4) 工事の当初契約金額が 500万円未満であること。 

(5) 他の工事の現場代理人、主任技術者、監理技術者等でないこと。 

(6) 発注者と常に連絡が取れる体制（携帯電話や連絡責任者の配置等）を確保でき

ること。 

(7) 担当営業所又は工事現場のいずれかに常駐できること。 

2 前項の規定により営業所専任技術者が現場代理人を兼務した場合にあっては、第 4

条の規定による常駐を満たしているとみなす。 



3 営業所専任技術者が現場代理人を兼務する場合における施工管理等については、第

8 条の規定を準用する。この場合において、同条第 3 項中「第 6 条第 1 項」とある

のは「第 9条第 1項」と読み替えるものとする。 

（平 29告示 93・一部改正、平 31告示 78・旧第 8条繰下・一部改正） 

（営業所専任技術者配置の届出） 

第 10 条 受注者は、営業所専任技術者を現場代理人として配置しようとする場合は、

営業所専任技術者の配置届（様式第 3 号）により営業所専任技術者の現場代理人の

兼務を発注者に届け出なければならない。 

（平 30告示 79・一部改正、平 31告示 78・旧第 9条繰下・一部改正） 

（現場代理人と他の工事における主任技術者等との兼務要件） 

第 11条 受注者は、次に掲げる要件を満たす場合には、現場代理人として配置してい

る者を主任技術者、監理技術者等（現場代理人を除く。以下「主任技術者等」とい

う。）として他の工事に従事させ、又は主任技術者等として他の工事に従事してい

る者を現場代理人として配置することができる。ただし、発注者が現場代理人の職

務が適正に履行されないおそれがあると認める場合は、この限りでない。 

(1) 契約工期の重複する工事であって、それぞれの工事の対象となる工作物等に一

体性が認められ、かつ、当初の契約以外の契約が随意契約により締結されたもの 

(2) 受注者が現場代理人として配置する者又は配置している者が営業所専任技術

者に該当しない場合であって、兼務しようとする工事が次に掲げる要件を全て満

たすもの 

ア 兼務する契約件数が 3件以内であること。 

イ 工事現場がいずれも湖西市内であって、いずれかの工事現場に当該現場代理

人が常駐できること。 

ウ 発注者と常に連絡が取れる体制（携帯電話や連絡責任者の配置等）を確保で

きること。 

エ 設計図書に現場代理人の兼務を認めない旨の記載がないこと。 

オ 兼務しようとする工事の発注者が兼務を了承していること。 

2 前項の規定により現場代理人を兼務した場合は、第 4条の規定による常駐を満たし

ているとみなす。 

3 第 1項第 1号の規定により兼務した場合は、同一の工事とみなして取り扱うものと

する。 

4 第 1項の規定により兼務した場合における施工管理等については、第 8条の規定を

準用する。この場合において、同条第 3項中「第 6条第 1項」とあるのは「第 11条

第 1項」と読み替えるものとする。 

（平 29 告示 93・追加、平 30 告示 79・一部改正、平 31 告示 78・旧第 10 条



繰下・一部改正） 

（現場代理人と他の工事における主任技術者等との兼務の届出） 

第 12条 受注者は、現場代理人として配置している者を主任技術者等として他の工事

に従事させる場合又は主任技術者等として他の工事に従事している者を現場代理人

として配置する場合は、現場代理人と他の工事における主任技術者等との兼務届（様

式第 4号）により現場代理人の兼務を発注者に届け出なければならない。 

（平 29告示 93・追加、平 31告示 78・旧第 11条繰下・一部改正） 

（現場代理人が工事以外の業務に従事することの取扱い） 

第 13条 受注者は、工事以外の業務（測量業務、設計業務、運搬業務等をいう。以下

この条において同じ。）に従事している者を現場代理人として配置すること及び現

場代理人として配置している者を工事以外の業務に従事させることはできない。た

だし、第 4 条ただし書に規定する工事現場における常駐を要しない期間であって、

発注者と常に連絡が取れる体制を確保できる場合は、この限りでない。 

（平 29告示 93・追加、平 31告示 78・旧第 12条繰下） 

（現場代理人の途中交代） 

第 14条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか現場代理人の死亡、傷

病、出産、育児、介護、退職等、真にやむを得ない事情がある場合に現場代理人を

工期途中に交代することができる。 

(1) 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生

し、工期が延長された場合 

(2) 橋りょう、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工

場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点 

(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合 

2 受注者は、前項各号に掲げる規定により交代を行おうとするときは、発注者との協

議を行い、交代の時期を工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前

後における現場代理人の職務遂行能力が同等以上に確保されるとともに、必要に応

じ一定期間重複して常駐するなどの措置をとらなければならない。 

（平 29告示 93・旧第 10条繰下・一部改正、平 31告示 78・旧第 13条繰下） 

 

附 則 

この要綱は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則（平成 28年 12月 9日告示第 231号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 29年 3月 21日告示第 93号） 

この要綱は、平成 29年 4月 1日から施行する。 



附 則（平成 30年 3月 22日告示第 79号） 

この要綱は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

附 則（平成 31年 3月 20日告示第 78号） 

この要綱は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則（令和 4年 12月 20日告示第 169号） 

この要綱は、令和 5年 1月 1日から施行する。



様式第 1 号（第 5 条関係) 

  年  月  日 

 

（宛先）湖西市長 

 

（受注者） 

所  在  地  

商号又は名称  

代表者職氏名           

 

現場代理人の離脱届  

 

湖西市建設工事現場代理人取扱要綱第 5 条第 2 項の規定により、下記の

工事の現場代理人が、工事現場を短期間離れることについて届け出ます。  

 

記  

 

対 象 工 事 名  

 

 

工事現場を離れる期間  

    年  月  日   ～       年  月  日  

 

代理の現場代理人  

 

 

※ 工事担当課に提出してください。  

※ 代理の現場代理人の雇用を証する書面を添付してください。  



様式第 2 号（第 7 条関係) 

  年  月  日 

 

（宛先）湖西市長 

 

（受注者） 

所  在  地  

商号又は名称  

代表者職氏名           

 

現場代理人兼務届  

 

湖西市建設工事現場代理人取扱要綱第 7 条の規定により、下記の工事に

係る現場代理人の兼務について届け出ます。  

なお、同要綱第 6 条に規定する兼務要件を満たしていること及び同要綱

第 8 条に規定する施工管理等を遵守することを誓約します。  

 

記  

 

№  対 象 工 事 名  

１   

２   

３   

備考 工事担当課（№1、№2 及び№3 の工事が共に湖西市の発注工事で

ある場合はそれぞれ別に作成し、それぞれの工事担当課に提出するも

のとし、№1 には、提出先の工事担当課の発注工事を記載してくださ

い。）に提出してください。  

 



別紙 

工事の状況 

No.1 

工 事 名  契約金額 万円 

(予定 )現場代理人  連絡先  

不在時の対応者氏名  連絡先  

施 工 場 所  

工 期     年  月  日 ～    年  月  日 

工 事 概 要  

 

No.2 

工 事 名  契約金額 万円 

従 事 ( 予 定 ) 職 種 現場代理人 

不在時の対応者氏名  連絡先  

施 工 場 所  

工 期     年  月  日 ～    年  月  日 

工 事 概 要  

発 注 者  

移 動 距 離 No1から Km 移 動 時 間 分 

 

No.3 

工 事 名  契約金額 万円 

従 事 ( 予 定 ) 職 種 現場代理人 

不在時の対応者氏名  連絡先  

施 工 場 所  

工 期     年  月  日 ～    年  月  日 

工 事 概 要  

発 注 者  

移 動 距 離 
No1から Km 移 動 時 間 分 

No2から Km 移 動 時 間 分 

 

備考 移動距離は、工事現場間の最短移動距離とする。 

現場代理人以外の職務に従事する(している)場合にあっては、従事(予定)職種

欄に当該職務名称を追加してください。 



様式第 3 号（第 10 条関係) 

  年  月  日 

 

（宛先）湖西市長 

 

（受注者） 

所  在  地  

商号又は名称  

代表者職氏名            

 

営業所専任技術者の配置届  

 

湖西市建設工事現場代理人取扱要綱第 10 条の規定により、下記の工事

における現場代理人として営業所専任技術者を配置したいので届け出ま

す。 

なお、同要綱第 9 条に規定する兼務要件を満たしていること及び同条に

規定する施工管理等を遵守することを誓約します。  

 

記  

 

対 象 工 事 名  

 

 

所属している営業所の所在地  

 

 

※ 工事担当課に提出してください。  

（主任技術者等通知書と同時に提出してください。）  

※ 別紙「工事の状況」を添付してください。  

  



別紙  

工事の状況  

 

工 事 名   契約金額  万円  

( 予 定 ) 現 場 代 理 人   連絡先   

不在時の対応者氏名   連絡先   

施 工 場 所   

工 期     年  月  日 ～   年  月  日  

工 事 概 要   

移 動 距 離  Km 移 動 時 間  分  

※ 移動距離……所属している営業所と工事現場の最短移動距離  

 

 

  



様式第 4 号（第 12 条関係) 

  年  月  日 

 

（宛先）湖西市長 

 

（受注者） 

所  在  地 

商号又は名称 

代表者職氏名           

 

現場代理人と他の工事における主任技術者等との兼務届  

 

湖西市建設工事現場代理人取扱要綱第 12 条の規定により、下記の工事

に係る現場代理人と他の工事における主任技術者等との兼務について届け

出ます。 

なお、同要綱第 11 条に規定する兼務要件を満たしていること及び同条

に規定する施工管理等を遵守することを誓約します。  

 

記  

 

対 象 工 事 名  

 

 

備考 工事担当課に提出してください。  

 

 

 



別紙 

工事の状況 

No.1 

工 事 名  契約金額 万円 

(予定 )現場代理人  連絡先  

不在時の対応者氏名  連絡先  

施 工 場 所  

工 期     年  月  日 ～    年  月  日 

工 事 概 要  

移 動 距 離 
No1と No2 Km 移 動 時 間 分 

No1と No3 Km 移 動 時 間 分 

備考 提出先の工事担当課の発注工事を記載する。 

 移動距離は、工事現場間の最短移動距離とする。 

 

No.2 

工 事 名  契約金額 万円 

従 事 ( 予 定 ) 職 種  

不在時の対応者氏名  連絡先  

施 工 場 所  

工 期     年  月  日 ～    年  月  日 

工 事 概 要  

発 注 者  

 

No.3 

工 事 名  契約金額 万円 

従 事 ( 予 定 ) 職 種  

不在時の対応者氏名  連絡先  

施 工 場 所  

工 期     年  月  日 ～    年  月  日 

工 事 概 要  

発 注 者  

備考 No.2、No.3の工事の従事(予定)職種が現場代理人である場合は、現場代理人

兼務届（様式第 2号）を提出してください。 


